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Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
半期報告書の提出に伴い、平成２４年１１月１４日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届

出書」といいます。）の関係情報を新たな情報に更新するため、また、原届出書の一部に訂正すべき事

項がありますので、本訂正届出書を提出するものです。 

　

Ⅱ【訂正の内容】
下線部　　　は訂正部分を示します。 

　

　

第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

③基本的性格

＜訂正前＞

当ファンドの、社団法人投資信託協会が定める商品分類及び属性区分は、下記の通りです。

（略）

※上記は、社団法人投資信託協会が定める商品分類及び属性区分に基づき記載しております。

当ファンド以外の商品分類及び属性区分の定義につきましては、社団法人投資信託協会のホーム

ページ（http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。

　

＜訂正後＞

当ファンドの、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類及び属性区分は、下記の通りです。

（略）

※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類及び属性区分に基づき記載しております。

当ファンド以外の商品分類及び属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会の

ホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。

　

④ ファンドの特色

原届出書の「第二部 ファンド情報　第１ ファンドの状況　１ ファンドの性格　（１）ファンドの目的

及び基本的性格　④ファンドの特色　BNPパリバグループについて」につきまして、以下の内容に訂正・

更新します。

＜訂正・更新後＞

■BNPパリバグループについて

　
　

（３）【ファンドの仕組み】

＜訂正前＞

（略）

c. 委託会社の概況（平成24年９月末現在）

① 資本金　４億5,000万円

（略）

③ 大株主の状況
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株　主　名 住　　　所 所有株数 所有比率

BNP Paribas Investment Partners S.A.

ビー・エヌ・ピー・パリバ

インベストメント・パートナーズ

エス・エイ

フランス共和国、パリ75009、

ブルヴァーオスマン１
　9,000株　100.0%

　

＜訂正後＞

（略）

c. 委託会社等の概況（平成25年３月末現在）

① 資本金　１億円

（略）

③ 大株主の状況

株　主　名 住　　　所 所有株数 所有比率

BNP Paribas Investment Partners S.A.

ビー・エヌ・ピー・パリバ

インベストメント・パートナーズ

エス・エイ

フランス共和国、パリ75009、

ブルヴァーオスマン１
19,000株　100.0%
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２【投資方針】

（３）【運用体制】

原届出書の「第二部 ファンド情報　第１ ファンドの状況　２ 投資方針　（３） 運用体制」につきま

して、以下の内容に訂正・更新します。

＜訂正・更新後＞

九州銘柄及び九州関連銘柄の中から、運用部門が当ファンドのために開発された独自の定量モデルを

用いてスクリーニングを行い、一定の基準でポートフォリオを構築します。また、定期的にリバランス

を行います。

● ファンドマネジャーは、銘柄をチェックすると共に、定量モデルに基づき投資方針に沿ったポート

フォリオを構築・維持します。そのため、日々ファンドの管理とモニターを行います。

● トレーダーは専任の担当者が配置され、ファンドマネジャーからの売買指示を受けて売買の執行を

行います。

委託会社の運用体制

・運用部門（７名）

運用計画の立案、売買の執行、市場動向・ポートフォリオ・運用ガイドライン等のモニタリングを行

います。

・トレーディング部門（２名）

運用部門からの指示に基づき、発注業務を行います。

・パフォーマンス評価及び投資運用委員会（９名）

原則として月１回及び随時に開催し、運用パフォーマンスの評価、投資運用や運用ガイドライン遵守

等の状況についての報告が行われます。また必要に応じて投資運用に関する対応を図ります。

・内部管理委員会（８名）

原則として月１回開催し、法令諸規則や社内規則の遵守状況に関連する事項のレビュー等を行い、業

務手続、コンプライアンス・システム及び内部管理の実施に資する対応を図ります。

・法務・コンプライアンス及びリスク管理部門（６名）

取引内容の法令遵守状況の確認を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに内部管理委員会等に

報告を行います。また、法令遵守状況の監視及び定期的な確認、法令及びコンプライアンスに関する

情報の役職員への提供、研修の実施等を行います。

委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、受託会社

等につき、内部統制の整備及び運用状況についての報告書を受け取っております。

※運用体制等は平成25年３月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

BNPパリバグループの概要（平成25年３月末現在）

BNPパリバグループ

BNPパリバグループは欧州を本拠とする世界有数の金融グループです。世界約80ヶ国におよそ20万人

の従業員を擁します。コーポレートバンキング・投資銀行業務、資産運用業務、ならびにリテール銀行

業務という３つの主要業務分野を核に事業展開し、それぞれ業界のキープレーヤーとしての地位を占

めています。ヨーロッパでは全業務を展開しており、なかでもフランス、イタリア、ベルギー、ルクセン

ブルクはリテール銀行業務の母国市場と位置づけられます。欧州-地中海沿岸全域において総合的な

金融業務を展開するとともに、米国においても強大な拠点網を有します。欧州で既に確固とした地位

を確立しているコーポレートバンキング・投資銀行業務ならびに資産運用業務は、アジアにおいても

着実に拡大を続けています。

日本国内においても約800名のスペシャリストが、証券・投資銀行業務、法人向け銀行業務、資産運用

業務、生命保険・損害保険業務等、各法人において多岐にわたる業務を展開しています。

BNPパリバ インベストメント・パートナーズ

BNPパリバ インベストメント・パートナーズはBNPパリバグループの資産運用部門として、世界の金

融機関や個人投資家向けに様々な資産運用サービスを提供しています。

800人を超える各資産クラス向けのサービスと商品に精通した運用担当者が、世界中の60の運用拠点

によるネットワークを用いて、お客様とのパートナーシップを第一のコンセプトとした専門性の高い

サービスを展開しています。

　

３【投資リスク】

b．リスクの管理体制

EDINET提出書類

ＢＮＰパリバ　インベストメント・パートナーズ株式会社(E12431)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 4/32



＜訂正前＞

（略）
※上記の内容は平成24年９月末現在であり、委託会社の組織変更等により今後変更される場合があります。

　

　＜訂正後＞

（略）
※上記の内容は平成25年３月末現在であり、委託会社の組織変更等により今後変更される場合があります。

　

４【手数料等及び税金】

（５）【課税上の取扱い】

原届出書の「第二部 ファンド情報　第１ ファンドの状況　４ 手数料等及び税金　（５）課税上の取扱

い」につきまして、以下の内容に訂正・更新します。

＜訂正・更新後＞

課税上は株式投資信託として取扱われます。

日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなり

ます（平成25年３月末現在）。詳しくは、販売会社にお問合わせください。

なお、今後、税法が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。

●個人の受益者に対する課税

収益分配金について

収益分配金（普通分配金）に対する源泉徴収税率は原則、20％（所得税15％、地方税５％）となりま

す。

ただし、平成25年12月31日までは、租税特別措置法に基づく源泉徴収税率の特例措置として、軽減税

率10％（所得税７％、地方税３％）が源泉徴収されます。また、平成49年12月31日までは、復興財源法

に基づき所得税額に2.1％の税率を乗じた復興特別所得税が併せて徴収されます。各期間の税率は、

以下の通りです。

平成25年12月31日まで 平成26年１月１日から

平成49年12月31日まで

平成50年１月１日以降

10.147％

（所得税7.147％、地方税３％）

20.315％

（所得税15.315％、地方税５％）

20％

（所得税15％、地方税５％）

＊ 源泉徴収により申告不要制度が適用されますが、確定申告を行い総合課税または申告分離課税を選択することも

できます。申告分離課税を選択した場合には、上場株式等の譲渡損との通算を行うことができます。また、通算して

もなお控除しきれない損失の金額は翌年以降３年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得に係る譲渡

所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することができます。なお、総合課税、申告分離

課税の選択については、その選択により所得金額及び税額が不利になる可能性もありますので、詳細につきまして

は税務専門家に確認して頂くことをお勧め致します。

＊ 源泉徴収選択口座（特定口座）をご利用の場合、その口座内において配当等の額から上場株式等の譲渡損失の金

額を控除した金額に対して所得税、地方税の額が計算されます（確定申告不要）。

一部解約金、償還金について

解約価額または償還価額から取得に要した金額（申込手数料及び申込手数料に係る消費税等相当額

を含みます。）を控除した差益（譲渡益）に、20％（所得税15％、地方税５％）の申告分離課税が適

用されます。

ただし、平成25年12月31日までは、租税特別措置法に基づく譲渡所得に対する税率の特例措置とし

て、軽減税率10％（所得税７％、地方税３％）の申告分離課税が適用されます。また、平成49年12月31

日までは、復興財源法に基づき所得税額に2.1％の税率を乗じた復興特別所得税が併せて徴収されま

す。各期間の税率は、以下の通りです。

平成25年12月31日まで 平成26年１月１日から

平成49年12月31日まで

平成50年１月１日以降

10.147％

（所得税7.147％、地方税３％）

20.315％

（所得税15.315％、地方税５％）

20％

（所得税15％、地方税５％）

＊ 一部解約金及び償還金については、上場株式等の譲渡所得等の収入金額として取り扱われ、上場株式等の譲渡所得

等の損失が生じた場合には、上場株式等に係る配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金、配当金に限りま

す。）と損益通算を行うことができます。

＊ 源泉徴収選択口座（特定口座）をご利用の場合、その口座内において配当等の額から上場株式等の譲渡損失の金

額を控除した金額に対して所得税、地方税の額が計算されます（確定申告不要）。
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◆ 配当控除の適用が可能です。

●法人の受益者に対する課税

収益分配金について

収益分配金（普通分配金）に対する源泉徴収税率は原則、15％（所得税)となります。

ただし、平成25年12月31日までは、租税特別措置法に基づく源泉徴収税率の特例措置として、軽減税

率７％（所得税）が源泉徴収されます。また、平成49年12月31日までは、復興財源法に基づき所得税

額に2.1％の税率を乗じた復興特別所得税が併せて徴収されます。各期間の税率は、以下の通りです。

平成25年12月31日まで 平成26年１月１日から

平成49年12月31日まで

平成50年１月１日以降

７.147％（所得税） 15.315％（所得税） 15％（所得税）

一部解約金、償還金について

解約価額または償還価額の個別元本超過額に対する源泉徴収税率は原則、15％（所得税）となりま

す。

ただし、平成25年12月31日までは、租税特別措置法に基づく源泉徴収税率の特例措置として、軽減税

率７％（所得税）が源泉徴収されます。また、平成49年12月31日までは、復興財源法に基づき所得税

額に2.1％の税率を乗じた復興特別所得税が併せて徴収されます。各期間の税率は、以下の通りです。

平成25年12月31日まで 平成26年１月１日から

平成49年12月31日まで

平成50年１月１日以降

７.147％（所得税） 15.315％（所得税） 15％（所得税）

◆ 源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税額から控除される場合があります。

◆ 受取配当等益金不算入制度の適用が可能です。

＜個別元本について＞

① 追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込手

数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたりま

す。

② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行

うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

ただし、個別元本は、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合などにより算出方法が異な

る場合がありますので、販売会社にお問合わせください。

＜収益分配金の課税について＞

① 追加型株式投資信託における収益分配金には、課税扱いになる「普通分配金」と非課税扱いにな

る「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。

② 受益者が収益分配金を受け取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元

本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が

普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回ってい

る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該

元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

③ 受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当

該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
　
※ 買取につきましては、販売会社にお問合わせください。

※ 詳細につきましては、税務専門家に確認していただくことをお勧めいたします。　

　

５【運用状況】

原届出書の「第二部 ファンド情報　第１ ファンドの状況　５ 運用状況」につきまして、以下の内容に

訂正・更新します。

＜訂正・更新後＞

（１）【投資状況】
　　（平成25年３月末現在）　

資産の種類 国名 時価合計（円） 投資比率（％）

株式 日本 1,228,470,60096.79

現金・預金・その他の資産(負債控除後) 40,713,681 3.21

EDINET提出書類

ＢＮＰパリバ　インベストメント・パートナーズ株式会社(E12431)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 6/32



資産の種類 国名 時価合計（円） 投資比率（％）

合計(純資産総額) 1,269,184,281100.00

＊投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。　

　　

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

（主要銘柄の明細）
（平成25年３月末現在）

順

位

国／

地域
銘柄名 種類 業種 数量

簿価単価

（円）

簿価金額

（円）

評価単価

（円）

評価金額

（円）

投資比率

（％）

1 日本
ふくおかフィナン

シャルグループ
株式 銀行業 206,000310.0063,860,000483.0099,498,0007.84

2 　 新日鐵住金 株式 鉄鋼 396,000166.4665,918,160235.0093,060,0007.33

3 　 コスモス薬品 株式 小売業 7,1006,760.0047,996,00012,240.0086,904,0006.85

4 　 ＴＯＴＯ 株式 ガラス・土石製品 98,000592.0058,016,000835.0081,830,0006.45

5 　 安川電機 株式 電気機器 87,000523.0045,501,000933.0081,171,0006.40

6 　 久光製薬 株式 医薬品 15,6004,145.0064,662,0005,140.0080,184,0006.32

7 　 西日本シティ銀行 株式 銀行業 269,000176.0047,344,000295.0079,355,0006.25

8 　 三菱重工業 株式 機械 107,000331.0035,417,000535.0057,245,0004.51

9 　 トヨタ自動車 株式 輸送用機器 11,6003,140.0036,424,0004,860.0056,376,0004.44

10　 コカ・コーラウエスト 株式 食料品 32,7001,378.0045,060,6001,643.0053,726,1004.23

11　 西日本鉄道 株式 陸運業 126,000349.0043,974,000383.0048,258,0003.80

12　 ダイハツ工業 株式 輸送用機器 23,0001,325.0030,475,0001,952.0044,896,0003.54

13　 日産自動車 株式 輸送用機器 46,600768.0035,788,800905.0042,173,0003.32

14　 九州電力 株式 電気・ガス業 41,400722.0029,890,800977.0040,447,8003.19

15　 肥後銀行 株式 銀行業 66,000441.0029,106,000601.0039,666,0003.13

16　 東京エレクトロン 株式 電気機器 9,5003,820.0036,290,0004,165.0039,567,5003.12

17　 鹿児島銀行 株式 銀行業 58,000500.0029,000,000665.0038,570,0003.04

18　 楽天 株式 サービス業 38,400754.0028,953,600957.0036,748,8002.90

19　 山九 株式 陸運業 83,000285.0023,655,000418.0034,694,0002.73

20　
エヌ・ティ・ティ・

ドコモ
株式 情報・通信業 240132,600.0031,824,000142,100.0034,104,0002.69

21　 西部瓦斯 株式 電気・ガス業 150,000222.0033,300,000216.0032,400,0002.55

22　 プレナス 株式 小売業 18,3001,430.0026,169,0001,508.0027,596,4002.17

＊投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

　
（種類別及び業種別投資比率）

（平成25年３月末現在）
種類 業種 投資比率（％）

株式 食料品 4.23

株式 医薬品 6.32

株式 ガラス・土石製品 6.45

株式 鉄鋼 7.33

株式 機械 4.51

株式 電気機器 9.51

株式 輸送用機器 11.30

株式 電気・ガス業 5.74

株式 陸運業 6.54

株式 情報・通信業 2.69

株式 小売業 9.02

株式 銀行業 20.26

株式 サービス業 2.90

合計 96.79

＊投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率をいいます。　
　　
②【投資不動産物件】

該当事項はありません。
　　　

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

　　　

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】
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ファンドの各計算期間末日および平成25年３月末前１年以内における各月末の純資産の推移は以下の

とおりです。

　 　 純資産総額(円) 基準価額(円)

　 　 (分配落) (分配付) (分配落) (分配付)

第1期 平成15年8月14日 1,656,154,2861,656,154,28610,039 10,039

第2期 平成16年8月16日 1,643,709,3241,706,634,17110,449 10,849

第3期 平成17年8月15日 2,118,861,9922,191,535,23311,662 12,062

第4期 平成18年8月14日 3,805,912,8073,953,025,60012,935 13,435

第5期 平成19年8月14日 5,203,186,4085,322,421,65713,091 13,391

第6期 平成20年8月14日 4,349,299,0404,392,316,67210,111 10,211

第7期 平成21年8月14日 3,476,503,6953,476,503,6958,805 8,805

第8期 平成22年8月16日 2,673,946,4022,673,946,4027,726 7,726

第9期 平成23年8月15日 1,453,983,9331,453,983,9337,508 7,508

第10期 平成24年8月14日 1,074,719,5011,074,719,5017,410 7,410

第11期中 平成25年2月14日 1,222,984,2501,222,984,2509,508 9,508

　 　 　 　 　 　
　 平成24年 3月末日 1,246,576,618 － 8,321 －

　 平成24年 4月末日 1,143,274,054 － 7,863 －

　 平成24年 5月末日 1,021,995,753 － 7,032 －

　 平成24年 6月末日 1,083,914,033 － 7,457 －

　 平成24年 7月末日 1,040,266,471 － 7,169 －

　 平成24年 8月末日 1,007,561,594 － 7,163 －

　 平成24年 9月末日 1,031,235,561 － 7,330 －

　 平成24年10月末日 1,022,845,347 － 7,350 －

　 平成24年11月末日 1,064,447,303 － 7,856 －

　 平成24年12月末日 1,117,160,787 － 8,465 －

　 平成25年 1月末日 1,219,006,656 － 9,294 －

　 平成25年 2月末日 1,244,642,695 － 9,686 －

　 平成25年 3月末日 1,269,184,281 － 10,221 －

＊基準価額は１万口当たり　

　　　
②【分配の推移】

計算期間 分配金（円）

第1期
自　平成14年8月15日

0
至　平成15年8月14日

第2期
自　平成15年8月15日

400
至　平成16年8月16日

第3期
自　平成16年8月17日

400
至　平成17年8月15日

第4期
自　平成17年8月16日

500
至　平成18年8月14日

第5期
自　平成18年8月15日

300
至　平成19年8月14日

第6期
自　平成19年8月15日

100
至　平成20年8月14日

第7期
自　平成20年8月15日

0
至　平成21年8月14日

第8期
自　平成21年8月15日

0
至　平成22年8月16日

第9期
自　平成22年8月17日

0
至　平成23年8月15日

第10期
自　平成23年8月16日

0
至　平成24年8月14日

＊分配金は１万口当たり

　　
③【収益率の推移】

計算期間 収益率（％）

第1期
自　平成14年8月15日

0.4
至　平成15年8月14日
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計算期間 収益率（％）

第2期
自　平成15年8月15日

8.1
至　平成16年8月16日

第3期
自　平成16年8月17日

15.4
至　平成17年8月15日

第4期
自　平成17年8月16日

15.2
至　平成18年8月14日

第5期
自　平成18年8月15日

3.5
至　平成19年8月14日

第6期
自　平成19年8月15日

△22.0
至　平成20年8月14日

第7期
自　平成20年8月15日

△12.9
至　平成21年8月14日

第8期
自　平成21年8月15日

△12.3
至　平成22年8月16日

第9期
自　平成22年8月17日

△2.8
至　平成23年8月15日

第10期
自　平成23年8月16日

△1.3
至　平成24年8月14日

第11期中
自　平成24年8月15日

28.3
至　平成25年2月14日

＊各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分
配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数
です。ただし、第１期については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額（10,000円）を用いております。

　　

（４）【設定及び解約の実績】

当ファンドの各計算期間における設定および解約の実績は次の通りです。

計算期間 設定総額（口） 解約総額（口）

第1期
自　平成14年8月15日

1,947,309,182297,618,567
至　平成15年8月14日

第2期
自　平成15年8月15日

537,813,738614,383,165
至　平成16年8月16日

第3期
自　平成16年8月17日

686,886,939443,177,082
至　平成17年8月15日

第4期
自　平成17年8月16日

1,610,041,446484,616,614
至　平成18年8月14日

第5期
自　平成18年8月15日

2,201,167,2181,168,914,783
至　平成19年8月14日

第6期
自　平成19年8月15日

396,673,20569,418,220
至　平成20年8月14日

第7期
自　平成20年8月15日

50,979,616404,193,062
至　平成21年8月14日

第8期
自　平成21年8月15日

4,514,064 492,300,747
至　平成22年8月16日

第9期
自　平成22年8月17日

5,653,5861,529,815,617
至　平成23年8月15日

第10期
自　平成23年8月16日

4,991,552 491,166,310
至　平成24年8月14日

第11期中
自　平成24年8月15日

4,815,585 168,926,892
至　平成25年2月14日

（注１）本邦以外における設定、解約はありません。

（注２）第１期計算期間の設定総額（口）には、当初募集期間中の販売口数を含みます。

　　　

＜参考情報＞ 運用実績（2013年３月29日現在）
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第２【管理及び運営】

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

＜訂正前＞

基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令及び社団法人投

資信託協会規則に従って評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資
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産総額」といいます。）を計算日における受益権総口数で除した金額をいい、原則として毎営業日に計

算されます。当ファンドでは便宜上１万口単位で示すことがあります。

（以下略）

　

＜訂正後＞

基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令及び一般社団法

人投資信託協会規則に従って評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下

「純資産総額」といいます。）を計算日における受益権総口数で除した金額をいい、原則として毎営業

日に計算されます。当ファンドでは便宜上１万口単位で示すことがあります。

（以下略）

　

（５）【その他】

⑦ 公告

＜訂正前＞

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

※平成25年５月２日より、公告の方法は以下の通り変更される予定です。

　委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

　　http://www.bnpparibas-ip.jp/

　なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公

告は、日本経済新聞に掲載します。

　

＜訂正後＞

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

　http://www.bnpparibas-ip.jp/

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告

は、日本経済新聞に掲載します。

　
第３【ファンドの経理状況】
原届出書の「第二部 ファンド情報　第３ ファンドの経理状況」につきまして、「１ 財務諸表」の後

に、以下の中間財務諸表を追加・更新します。

＜追加・更新後＞

中間財務諸表

　

（１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の

計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期中間計算期間（平成24年8

月15日から平成25年2月14日まで）の中間財務諸表について、あらた監査法人による中間監査を受け

ております。
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中間財務諸表
【九州特化型日本株式ファンド】
（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第11期中間計算期間末
(平成25年２月14日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン 31,515,737

株式 1,196,866,100

未収配当金 816,100

未収利息 43

流動資産合計 1,229,197,980

資産合計 1,229,197,980

負債の部

流動負債

未払解約金 9,651

未払受託者報酬 455,556

未払委託者報酬 5,694,353

その他未払費用 54,170

流動負債合計 6,213,730

負債合計 6,213,730

純資産の部

元本等

元本 ＊1, ＊2
 1,286,315,072

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） ＊3
 △63,330,822

（分配準備積立金） 35,224,474

元本等合計 1,222,984,250

純資産合計 1,222,984,250

負債純資産合計 1,229,197,980
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

第11期中間計算期間
自　平成24年８月15日
至　平成25年２月14日

営業収益

受取配当金 9,300,100

受取利息 9,316

有価証券売買等損益 276,152,232

その他収益 199

営業収益合計 285,461,847

営業費用

受託者報酬 455,556

委託者報酬 5,694,353

その他費用 54,170

営業費用合計 6,204,079

営業利益又は営業損失（△） 279,257,768

経常利益又は経常損失（△） 279,257,768

中間純利益又は中間純損失（△） 279,257,768

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

10,055,463

期首剰余金又は期首欠損金（△） △375,706,878

剰余金増加額又は欠損金減少額 43,742,950

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

43,742,950

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

－

剰余金減少額又は欠損金増加額 569,199

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

－

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

569,199

分配金 －

中間剰余金又は中間欠損金（△） △63,330,822
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（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評

価基準及び評

価方法

　 株式

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ

ては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、

それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づ

いて評価しております。

　

　

（中間貸借対照表に関する注記）
第11期中間計算期間末

（　平成25年2月14日現在　）

　 　 　 　
＊1 期首元本額 1,450,426,379円　
　 期中追加設定元本額 4,815,585円　
　 期中解約元本額 168,926,892円　
　 　 　 　
　 　 　 　
＊2 中間計算期間末における受益権の総数 　
　 　 1,286,315,072口　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
＊3 元本の欠損

中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は、63,330,822円であります。
　

　 　 　
　

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

　

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

　 　 第11期中間計算期間末 　

　 　 （平成25年2月14日現在） 　

1.中間貸借対照表計

上額、時価及びこれ

らの差額

　 中間貸借対照表計上額は中間計算期間末の時価で計上しているため、そ

の差額はありません。

　

2.時価の算定方法 （1）有価証券 　

　 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。 　

（2）デリバティブ取引 　

　 ― 　

（3）上記以外の金融商品

　

　

　 コールローン等の金銭債権及び金銭債務については、短期間で決済され

ることから、当該帳簿価額を時価としております。

　

　

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

　

（一口当たり情報に関する注記）

第11期中間計算期間末

（　平成25年2月14日現在　）

　 　 　 　

　 一口当たり純資産額 0.9508円

　 （一万口当たり純資産額 9,508円）
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２【ファンドの現況】

原届出書の「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況　２　ファンドの現況」につきまして、以

下の内容に訂正・更新します。

＜訂正・更新後＞

【純資産額計算書】

平成25年３月29日 　

Ⅰ　資産総額 1,270,928,734円

Ⅱ　負債総額 1,744,453円

Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 1,269,184,281円

Ⅳ　発行済数量 1,241,707,009口

Ⅴ　１口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.0221円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

＜訂正前＞

a.資本金の額（平成24年９月末現在）

資本金　　　　　　 ４億5,000万 円

発行株式総数　　　　　　50,000 株

発行済株式総数　　　　　 9,000 株

株式　　　記名式・額面 100,000 円
　
（最近５年間における資本金の額の増減）

平成21年６月30日に４億5,000万円の増資

平成22年２月５日に４億5,000万円の減資

b.委託会社等の機構（平成24年９月末現在）

（以下略）　

　

＜訂正後＞

a. 資本金の額（平成25年３月末現在）

資本金の額　　　　 　　　 １億 円

発行株式総数　　　　　　50,000 株

発行済株式総数　　　　　19,000 株

（最近５年間における資本金の額の増減）

平成21年６月30日に４億5,000万円の増資

平成22年２月５日に４億5,000万円の減資

平成25年３月18日に２億5,000万円の増資

平成25年３月21日に６億円の減資

b.委託会社等の機構（平成25年３月末現在）

（以下略）　

　

２【事業の内容及び営業の概況】

原届出書の「第三部 委託会社等の情報　第１ 委託会社等の概況　２ 事業の内容及び営業の概況」に

つきまして、以下の内容に訂正・更新します。

＜訂正・更新後＞

委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の

設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を

行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務及び第二種金融商品取引業務を行っ

ています。

委託会社が運用するファンドの本数及び純資産総額合計額は以下の通りです。（平成25年３月末現

在）

種類 ファンド数（本） 純資産総額合計額（単位：億円）

追加型株式投資信託 58 2,088

追加型公社債投資信託 0 0

単位型株式投資信託 22 439

単位型公社債投資信託 20 439

合計 100 2,967

※純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しており、表中の個々

の金額と合計欄の金額は一致しないことがあります。

　

３【委託会社等の経理状況】

原届出書の「第三部 委託会社等の情報　第１ 委託会社等の概況　３ 委託会社等の経理状況」につき

まして、該当部分を以下内容に更新・訂正するとともに、末尾に「中間財務諸表」を追加します。

＜更新・訂正後＞
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１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関

する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。また、当社の中間財務諸

表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下

「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に

関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

　

　財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満を切り捨てて記載しております。

　

２．当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期事業年度（平成23年4月1日から

平成24年3月31日まで）の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。第15期

事業年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）に係る中間会計期間（平成24年4月1日 から

平成24年9月30日まで）の中間財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づ

き、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
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中間財務諸表

（１）中間貸借対照表

期別
第15期中間会計期間末

（平成24年9月30日）
　

資産の部 　

科目
注記

番号
内訳 金額 　 　

流動資産 　 　 千円 　 　

預金 　 　 669,900 　 　
前払費用 　 　 11,720 　 　
未収委託者報酬 　 　 501,477 　 　
未収運用受託報酬 　 　 191,022 　 　
未収投資助言報酬 　 　 137,390 　 　
未収収益 　 　 741,181 　 　
立替金 　 　 11,528 　 　
1年以内回収予定差入保証金 　 　 223,121 　 　

その他 　 　 2,597 　 　

流動資産計 　 　 2,489,940 　 　

固定資産 　 　 　 　 　

有形固定資産 ＊１ 　 　 　 　
建物 　 　 134,254 　 　

器具備品 　 　 1,707 　 　

有形固定資産計 　 　 135,961 　 　

無形固定資産 　 　 　 　 　

ソフトウェア 　 　 1,694 　 　

のれん 　 　 95,857 　 　

無形固定資産計 　 　 97,551 　 　

投資その他の資産 　 　 　 　 　

長期差入保証金 　 　 17,635 　 　

その他 　 　 6,000 　 　

投資その他の資産計 　 　 23,635 　 　

固定資産計 　 　 257,149 　 　

資産合計 　 　 2,747,089 　 　
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期別
第15期中間会計期間末

（平成24年9月30日）
　

負債の部 　

科目
注記

番号
内訳 金額 　 　

流動負債 　 　 千円 　 　

預り金 　 　 53,434 　 　
未払金 　 　 674,896 　 　
未払手数料 　 288,378 　 　 　
未払委託調査費 　 162,659 　 　 　
その他未払金 　 223,858 　 　 　
未払費用 　 　 576,579 　 　
未払法人税等 　 　 8,932 　 　
未払消費税等 ＊２ 　 1,461 　 　
賞与引当金 　 　 159,435 　 　
役員賞与引当金 　 　 23,325 　 　

1年以内返済予定預り敷金保証金 　 　 217,532 　 　

流動負債計 　 　 1,715,598 　 　

固定負債 　 　 　 　 　

退職給付引当金 　 　 380,491 　 　
役員退職慰労引当金 　 　 145,979 　 　
資産除去債務 　 　 52,538 　 　

繰延税金負債 　 　 17,302 　 　

固定負債計 　 　 596,312 　 　

負債合計 　 　 2,311,910 　 　

純資産の部 　 　

科目
注記

番号
内訳 金額 　 　

株主資本 　 　 　 　 　

資本金 　 　 450,000 　 　
資本剰余金 　 　 　 　 　
資本準備金 　 7,777 　 　 　

その他資本剰余金 　 1,907,867 　 　 　

資本剰余金合計 　 　 1,915,644 　 　

利益剰余金 　 　 　 　 　

利益準備金 　 75,500 　 　 　
その他利益剰余金 　 　 　 　 　

繰越利益剰余金 　 △2,005,965 　 　 　

利益剰余金合計 　 　 △1,930,465 　 　

株主資本合計 　 　 435,178 　 　

純資産合計 　 　 435,178 　 　

負債・純資産合計 　 　 2,747,089 　 　
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（２）中間損益計算書

期別 　

第15期中間会計期間

（自　平成24年4月 1日

至　平成24年9月30日）

　

科目
注記

番号
内訳 金額 　 　

営業収益 　 　 千円 　 　

委託者報酬 　 　 1,018,425 　 　
運用受託報酬 　 　 293,049 　 　
投資助言報酬 　 　 95,846 　 　

その他営業収益 　 　 489,340 　 　

営業収益計 　 　 1,896,661 　 　

営業費用 　 　 　 　 　

支払手数料 　 　 526,207 　 　
広告宣伝費 　 　 6,129 　 　
調査費 　 　 238,598 　 　
調査研究費 　 35,029 　 　 　
委託調査費 　 203,569 　 　 　
委託計算費 　 　 102,249 　 　
営業雑経費 　 　 24,519 　 　
印刷費 　 21,481 　 　 　

協会費 　 3,038 　 　 　

営業費用計 　 　 897,704 　 　

一般管理費 　 　 　 　 　

給料 　 　 632,648 　 　
役員報酬 　 47,322 　 　 　
給料・手当 　 585,325 　 　 　
業務委託費 　 　 213,986 　 　
交際費 　 　 651 　 　
旅費交通費 　 　 19,764 　 　
租税公課 　 　 9,081 　 　
不動産賃借料 　 　 135,317 　 　
賞与引当金繰入額 　 　 99,789 　 　
役員賞与引当金繰入額 　 　 13,625 　 　
退職給付費用 　 　 47,793 　 　
役員退職慰労引当金繰入額 　 　 1,450 　 　
固定資産減価償却費 ＊１ 　 5,687 　 　
のれん償却費 　 　 52,285 　 　

諸経費 　 　 167,749 　 　

一般管理費計 　 　 1,399,831 　 　

営業損失 　 　 △400,873 　 　

営業外収益 　 　 　 　 　

受取利息 　 　 1 　 　

雑益 　 　 3,533 　 　

営業外収益計 　 　 3,535 　 　

営業外費用 　 　 　 　 　

支払利息 　 　 385 　 　
為替差損 　 　 59,663 　 　

雑損失 　 　 433 　 　

営業外費用計 　 　 60,481 　 　

経常損失 　 　 △457,820 　 　

特別損失 　 　 　 　 　

割増退職金 　 　 92,168 　 　

特別損失計 　 　 92,168 　 　

税引前中間純損失 　 　 △549,988 　 　

法人税、住民税及び事業税 　 　 1,900 　 　
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期別 　

第15期中間会計期間

（自　平成24年4月 1日

至　平成24年9月30日）

　

科目
注記

番号
内訳 金額 　 　

法人税等調整額 　 　 △1,149 　 　

法人税等合計 　 　 750 　 　

中間純損失 　 　 △550,739 　 　
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（３）中間株主資本等変動計算書
（単位：千円）

第15期中間会計期間

（自　平成24年4月 1日

至　平成24年9月30日）

株主資本 　 　 　

　 資本金 当期首残高 　 450,000

　 　 当中間期変動額 　 －

　 　 当中間期末残高 　 450,000

　 資本剰余金 　 　 　

　 資本準備金 当期首残高 　 7,777

　 　 当中間期変動額 　 －

　 　 当中間期末残高 　 7,777

　 その他資本剰余金 当期首残高 　 1,907,867

　 　 当中間期変動額 　 －

　 　 当中間期末残高 　 1,907,867

　 資本剰余金合計 当期首残高 　 1,915,644

　 　 当中間期変動額 　 －

　 　 当中間期末残高 　 1,915,644

　 利益剰余金 　 　 　

　 利益準備金 当期首残高 　 75,500

　 　 当中間期変動額 　 －

　 　 当中間期末残高 　 75,500

　 その他利益剰余金 　 　 　

　 繰越利益剰余金 当期首残高 　 △1,455,226

　 　 当中間期変動額 中間純損失 △550,739

　 　 　 当中間期変動額合計 △550,739

　 　 当中間期末残高 　 △2,005,965

　 利益剰余金合計 当期首残高 　 △1,379,726

　 　 当中間期変動額 　 △550,739

　 　 当中間期末残高 　 △1,930,465

　 株主資本合計 当期首残高 　 985,918

　 　 当中間期変動額 　 △550,739

　 　 当中間期末残高 　 435,178

　 純資産合計 当期首残高 　 985,918

　 　 当中間期変動額 　 △550,739

　 　 当中間期末残高 　 435,178
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重要な会計方針

第15期中間会計期間

（自　平成24年4月 1日

至　平成24年9月30日）　

1. 有価証券の評価基準及び評価

方法

　

その他有価証券

　時価のあるもの

　　中間決算日の市場価格等に基づく時価法（時価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

　
2. 固定資産の減価償却の方法

　

(1) 有形固定資産

定額法により償却しております。

なお、耐用年数は、建物については主として6年～18 年、器具備品については主と

して3年～17年であります。　

　

　 (2) 無形固定資産

定額法により償却しております。

なお、ソフトウエア（自社利用）については、社内における見込み利用可能期間

（5年）としております。

また、のれんについては5年間の期間均等償却にしております。

　
3. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等を、貸倒

懸念債権等の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。

　
(2)　賞与引当金

従業員への賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当中間会計期間に負

担すべき額を計上しております。

　
(3)　役員賞与引当金

　役員への賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当中間会計期間に負担す

べき額を計上しております。

　
(4)　退職給付引当金

　従業員への退職金の支出に備えて、当社退職金規定に基づく自己都合退職金の

当中間会計期間末要支給額を計上しております。

　
(5)　役員退職慰労引当金

　役員への退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく当中間会計期間末要支給額

を計上しております。

　
4. 外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算基準

　

外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物為替相場により円換算し、換算差

額は損益として処理しております。

5. その他中間財務諸表作成のた

めの重要な事項

　

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
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注記事項

(中間貸借対照表関係）

第15期中間会計期間末

（平成24年9月30日現在）

　
＊1　有形固定資産の減価償却累計額は次の通りです。

　
　　　　　　　 建物　　　　　　14,905千円

　　　　　　　 器具備品　　　　 6,914千円

　
＊2　消費税等の取扱い

　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の未払消費税等として表示しております。

　

　
(中間損益計算書関係）

第15期中間会計期間

（自　平成24年4月 1日

至　平成24年9月30日）　

　
＊1　減価償却実施額

　
　　　　　　　　有形固定資産　5,295千円

　　　　　　　　無形固定資産　　391千円

　

　
(中間株主資本等変動計算書関係)

第15期中間会計期間

（自　平成24年4月 1日

至　平成24年9月30日）　

　
1.　発行済株式に関する事項

株式の種類
当期首株式数

(株)

当中間会計期間

増加株式数(株)

当中間会計期間

減少株式数(株)

当中間会計期間

末株式数(株)

普通株式 9,000 - - 9,000

2.　配当に関する事項　　　　　　該当事項はありません。
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(リース取引関係）

第15期中間会計期間

（自　平成24年4月 1日

至　平成24年9月30日）　

　
1.　ファイナンス・リース取引は重要性が低いため、注記を省略しております。

　
2.　オペレーティング・リース取引は次の通りであります。

　　　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものにかかる未経過リース料

(借主側)

1年内　228,863　千円

1年超　 11,483　千円

合　計 240,347　千円

(貸主側)

1年内　 96,797　千円

1年超　　-　 　 千円

合　計　96,797　千円
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(金融商品関係）

第15期中間会計期間末

（平成24年9月30日現在）　

金融商品の時価等に関する事項

平成24年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位:千円）

科　　　目 中間貸借対照表計上額 時　価 差　額

預　金 669,900 669,900 -

未収委託者報酬 501,477 501,477 -

未収運用受託報酬 191,022 191,022 -

未収投資助言報酬 137,390 137,390 -

未収収益 741,181 741,181 -

1年以内回収予定差入保証金 223,121 223,121 -

資産計 2,464,093 2,464,093 -

未払手数料 288,378 288,378 -

未払委託調査費 162,659 162,659 -

その他未払金 223,858 223,858 -

未払費用 576,579 576,579 -

1年以内返済予定預り敷金保証金 217,532 217,532 -

負債計 1,469,008 1,469,008 -

　
(注1)金融商品の時価の算定方法

(1)預金

預金はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(2)未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未収収益

これらの営業債権はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。

(3) 1年以内回収予定差入保証金

これらの債権はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(4) 未払手数料、未払委託調査費

これらの営業債務はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。

(5)その他未払金、未払費用、1年以内返済予定預り敷金保証金

これらの債務はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
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(有価証券関係）

第15期中間会計期間末

（平成24年9月30日現在）　

　
重要性が低いため記載を省略しております。

　
(デリバティブ取引関係）

第15期中間会計期間末

（平成24年9月30日現在）　

　
該当事項はありません。

　

　
（資産除去債務関係）

第15期中間会計期間

（自　平成24年4月 1日

至　平成24年9月30日）　

資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの

当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

　
期首残高 52,153千円

時の経過による調整額 385千円

当中間会計期間末残高 52,538千円
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(セグメント情報等）

第15期中間会計期間

（自　平成24年4月 1日

至　平成24年9月30日）　

（セグメント情報）

当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　
（関連情報）

1.　製品及びサービスごとの情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）

　

　

　

投資信託業 投資顧問業

　
その他

　

合計

外部顧客への

営業収益
1,018,425 388,896

　
489,340

　

1,896,661

2.　地域ごとの情報

　
(1)営業収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）

　
日　本

　

ルクセンブルグ オランダ

　
その他

　

合計

1,303,349 146,655 246,357

　
200,298

　

1,896,661

(注)投資信託業の営業収益に関しては販売拠点、投資顧問業とその他の営業収益については契約先所在地を基

に記載しております。

　
(2)有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の合計が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の９０％を超えるため、地域

ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

　

　

3.　主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名

ＢＮＰパリバ・ブラジル・

ファンド（株式型）

　　　　226,618 なし

ＢＮＰパリバ・インベストメント・

パートナーズ・オランダ

　　　　246,357 なし

(報告セグメントごとののれんの償却額および未償却残高に関する情報)

当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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(1株当たり情報)

第15期中間会計期間

（自　平成24年4月 1日

至　平成24年9月30日）　

　
●　1株当たり純資産額　　　　　　　　　　48,353円

●　1株当たり中間純損失　　　　　　　　　61,193円

　
　　　　1株当たり中間純損失の算定上の基礎

　　　　　中間純損失　　　　　　　　　　　　　　　550,739千円

　　　　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　－

　　　　　普通株式に係る中間純損失　　　　　　　　550,739千円

期中平均株式数　　　　　　　　　　普通株式　9,000株

　
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純損失金額については、希薄化効果を有している潜在株式を発行してい

ないため記載しておりません。

　

　
第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（２）販売会社

原届出書の「第三部 委託会社等の情報　第２ その他の関係法人の概況　１ 名称、資本金の額及び事業

の内容　（２）販売会社」につきまして、以下の内容に訂正・更新します。

＜訂正・更新後＞

①名　　　称
②資本金の額

（平成24年３月末現在）
③事業の内容

株式会社西日本シティ銀行 85,745百万円 銀行法に基づき銀行業を営みます。

楽天証券株式会社 7,595百万円
※ 金融商品取引法に定める第一種金融

商品取引業を営んでいます。西日本シティTT証券株式会社 1,575百万円

※ 楽天証券株式会社の資本金の額は、平成24年９月末現在のものです。
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独立監査人の中間監査報告書

　
　
　 　 平成25年４月３日

BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社 　 　
　
　 取締役会　御中 　
　
　 あらた監査法人 　
　

　
指定社員

業務執行社員
　 公認会計士 鶴田　光夫

　
　
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に

掲げられている九州特化型日本株式ファンドの平成24年８月15日から平成25年２月14日までの中間計算期間の中間

財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

　

中間財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を

作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を

行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投

資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を

策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続

の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財

務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査

手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監

査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有

用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並

びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

中間監査意見

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、九州特化型日本株式ファンドの平成25年２月14日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期

間（平成24年８月15日から平成25年２月14日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　

利害関係

　BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
（※）１．上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

しております。

２．中間財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

　

　

　 　 平成24年６月20日

BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社 　 　

　

　 取締役会　御中 　

　

　 あらた監査法人 　

　

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士 男澤　顕

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

に掲げられているBNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日

までの第14期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びそ

の他の注記について監査を行った。

　

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統

制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの

評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、BNPパリ

バ インベストメント・パートナーズ株式会社の平成24年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年

度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

　

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。
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　 独立監査人の中間監査報告書　
　 　 　
　
　 　 平成２４年１２月１４日

ＢＮＰパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社 　
　
　 取締役会　御中 　
　
　 有限責任監査法人　トーマツ 　
　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　 公認会計士 佐藤　嘉雄　　印

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　 公認会計士 山田　信之　　印

　
　
　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状

況」に掲げられているＢＮＰパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社の平成２４年４月１日から平成２５

年３月３１日までの第１５期事業年度の中間会計期間（平成２４年４月１日から平成２４年９月３０日まで）に係

る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他

の注記について中間監査を行った。

　
中間財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を

作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　
監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を

行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投

資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を

策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続

の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財

務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査

手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監

査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有

用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並

びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　
中間監査意見

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、ＢＮＰパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社の平成２４年９月３０日現在の財政状態及び同日を

もって終了する中間会計期間（平成２４年４月１日から平成２４年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情

報を表示しているものと認める。

　
利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　

（注）上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

しております。
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